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１ 介護報酬改定の概要（１）
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介護職員等処遇改善加算の拡充

➢ 介護職員のみならず、介護従事者を加算の対象とし、加算率等を引き上げ。

➢ 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せ加算区分を創設。



１ 介護報酬改定の概要（２）
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介護職員等処遇改善加算の取得要件（第253回社会保障審議会介護給付費分科会資料から）



２ 指定相当訪問型サービス［A２］
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介護職員等処遇改善加算の算定区分・加算率

〈令和８年５月まで〉

算定区分 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)

加算率 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%

〈令和８年６月以降〉

算定区分 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ (Ⅲ) (Ⅳ)

加算率 27% 28.7% 24.9% 26.6% 20.7% 17%



２ 指定生活援助サービス［A３］
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介護職員等処遇改善加算の算定区分・算定単位数

〈令和８年５月まで〉

算定区分 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)

算定単位数 55点 51点 41点 32点

(初回加算分) 49点 45点 36点 29点

〈令和８年６月以降〉

算定区分 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ (Ⅲ) (Ⅳ)

算定単位数 61点 65点 56点 60点 47点 38点

(初回加算分) 54点 57点 50点 53点 41点 34点

※各算定区分の単位数が、指定生活援助サービスの基本報酬（226点）に指定相当訪問型サービスの介護職員等処遇改善加算の各算定区分の
加算率を掛け合わせることにより算出している（小数点以下四捨五入）。

〈例〉令和8年6月以降の算定区分(Ⅰ)イの場合 226点×270／1000＝61.02⇒ 61点



２ 指定相当通所型サービス［A６］
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介護職員等処遇改善加算の算定区分・加算率

〈令和８年５月まで〉

算定区分 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)

加算率 9.2% 9% 8% 6.4%

〈令和８年６月以降〉

算定区分 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ (Ⅲ) (Ⅳ)

加算率
（利用定員１９人以上）

11.1% 12% 10.9% 11.8% 9.9% 8.3%

加算率
（利用定員１９人未満）

11.7％ 12.7％ 11.5％ 12.5％ 10.5％ 8.9％



２ 指定運動器機能向上サービス［A７］
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介護職員等処遇改善加算の算定区分・算定単位数

〈令和８年５月まで〉

算定区分 (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)

算定単位数 32点 28点 23点

〈令和８年６月以降〉

算定区分 (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ (Ⅲ) (Ⅳ)

算定単位数
（利用定員１９人以上）

39点 42点 35点 30点

算定単位数
（利用定員１９人未満）

41点 45点 37点 32点

※算定区分（Ⅰ）については、本体施設における他の加算の取得を算定要件とする解釈が示されていないため設定していない。
※各算定区分の単位数が、指定運動器機能向上サービスの基本報酬（356点）に指定相当通所型サービスの介護職員等処遇改善加算の各算定区分の
加算率を掛け合わせることにより算出している（小数点以下四捨五入）。

〈例〉令和8年6月以降の加算区分(Ⅱ)イ（利用定員19人以上）の場合 356点×109／1000＝38.804⇒ 39点
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